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図－３ 余熱除去系統サンプリングラインの溶接事業者検査手続き漏れ��
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【問題点】�� 【問題点】��

Ｏ担当者は 、 当該部を溶接事業者検査対象外と判断した。��

Ｏ業務決定文書に添付された系統図では工事対象の弁��
が溶接事業者検査が必要な余熱除去系統サンプリング��

ライン第１弁という認識に至らなかった。��

ｌ
▼��

Ｏ実務経験が浅い担当者に対する課内上位者の業務フオ��

口―のあり方 、 溶接事業者検査等の法令業務を体系的��

に修得する教育の仕組みに問題があった。��

Ｏ溶接事業者検査の要否を、 的確に判断ができる図面等��

を業務決定文書に添付することを明確にしていなかった。��

Ｏ複数の審査者が業務決定文書や工事図面を確認してい��

たが 、 各人の役割分担や着目すべきポイン ト、 深さ等が不��

明確であった 。 また上位者による業務フォ口－－について着��

目すべきポイント等が不明確であった。��

【対 策】�� ０�� ０��

原子力事業本部長から原子力関係の社員に対し、 文書で法令��

遵守の再徹底について指示した。 （平成１９年２月２０日実施済み）��

【対 策】�� 【対 策】��

Ｏ配管、 容器等の溶接工事を担当する社員に対し、 溶接��

事業者検査対象範囲について教育を実施する。��

Ｏ確実に要否判断が行えるよう、 要否判断フ ロー図を整��

備する。��

Ｏ溶接事業者検査を容易に識別できるように検査対象範��

囲を色分けした系統図や解説書を整備することなどを検��

討する。��

Ｏ溶接事業者検査の要否を判断したプ口 セスがわかるフ��

ロー図および系統図等を業務決定文書ｌ‐添付すること��

とし、 審査が確実に実施できるようにする。��

Ｏ審査者の役割分担や着目すべきポイントおよび上位者��
が担当者の業務に対して行うフォローのポイント等を検��

討する。��
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